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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年12月12日(2019.12.12)

【公開番号】特開2018-72623(P2018-72623A)
【公開日】平成30年5月10日(2018.5.10)
【年通号数】公開・登録公報2018-017
【出願番号】特願2016-213545(P2016-213545)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  13/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   13/02     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/18     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   13/18     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月29日(2019.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凸面を有する第１のレンズと、
　前記凸面と対向する凹面を有する第２のレンズと、
　前記第１及び第２のレンズの間に設けられ、回折による光学的パワーが正である回折格
子部とを備え、
　前記回折格子部は、前記第１のレンズの側から順に配置された、第１の回折格子と、該
第１の回折格子よりも高い屈折率を有する第２の回折格子とを含み、
　前記回折格子部の格子壁面の内径は、前記第１のレンズの側から前記第２のレンズの側
へ向かうにつれて小さくなっていることを特徴とする回折光学素子。
【請求項２】
　凸面を有する第１のレンズと、
　前記凸面と対向する凹面を有する第２のレンズと、
　前記第１及び第２のレンズの間に設けられ、回折による光学的パワーが正である回折格
子部とを備え、
　前記回折格子部は、前記第１のレンズの側から順に配置された、第１の回折格子と、該
第１の回折格子よりも高い屈折率を有する第２の回折格子とを含み、
　光軸を含む断面において、前記回折格子部の格子壁面と光軸とが成す角度をθＨ、前記
第１の回折格子の頂部を通る包絡面と前記格子壁面との交点での前記包絡面の法線と光軸
とが成す角度をθＭとしたとき、
　θＨ×θＭ＜０
なる条件式を満たすことを特徴とする回折光学素子。
【請求項３】
　前記第１のレンズは正レンズであることを特徴とする請求項１または２に記載の回折光
学素子。
【請求項４】
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　前記第２のレンズは負レンズであることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記
載の回折光学素子。
【請求項５】
　前記第１のレンズのアッベ数をνＬＬ、前記第２のレンズのアッベ数をνＬＲとしたと
き、
　２０＜νＬＬ－νＬＲ＜６０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の回折光学素子
。
【請求項６】
　前記第１のレンズの屈折率をＮＬＬ、前記第１の回折格子の屈折率をＮＬとしたとき、
０．８＜ＮＬ／ＮＬＬ＜１．２
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の回折光学素子
。
【請求項７】
　光軸を含む断面において、前記第１の回折格子の頂部を通る包絡面と前記格子壁面との
交点での前記包絡面の法線と前記格子壁面とが成す角度の絶対値をθＨＭ、該θＨＭの最
大値と最小値との差の絶対値をΔθＨＭとしたとき、
　５°＜ΔθＨＭ＜４５°
なる条件式を満たすこと特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の回折光学素子。
【請求項８】
　前記第１及び第２の回折格子のうち少なくとも一方は、樹脂材料で構成されていること
を特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載の回折光学素子。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載の回折光学素子を有し、前記第１のレンズが前記第
２のレンズに対して物体側に配置されていることを特徴とする光学系。
【請求項１０】
　前記回折光学素子よりも像側に配置された開口絞りを有することを特徴とする請求項９
に記載の光学系。
【請求項１１】
　前記回折光学素子よりも物体側に配置されたレンズからなる部分光学系は、正の屈折力
を有することを特徴とする請求項９または１０に記載の光学系。
【請求項１２】
　前記第１のレンズの像側のレンズ面から前記光学系の最も物体側のレンズ面までの光軸
上の距離をＬｄ、前記光学系の全長をＬｔとしたとき、
　０．１０＜Ｌｄ／Ｌｔ＜０．５０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項９乃至１１の何れか一項に記載の光学系。
【請求項１３】
　前記光学系の焦点距離をｆ、ＦナンバーをＦｎ、前記第１のレンズの像側のレンズ面の
曲率半径をＲｄとしたとき、
　－２．０＜ｆ／（Ｒｄ×Ｆｎ）＜－０．２０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項９乃至１２の何れか一項に記載の光学系。
【請求項１４】
　前記光学系の最も物体側のレンズ面の有効径をＥ１、前記第１のレンズの像側のレンズ
面の有効径をＥｄ、前記第１のレンズの像側のレンズ面から前記光学系の最も物体側のレ
ンズ面までの光軸上の距離をＬｄ、前記第１のレンズの像側のレンズ面の曲率半径をＲｄ

、前記第１のレンズの物体側のレンズ面の屈折力をＰｆとしたとき、
　０．６＜（Ｅ１－Ｅｄ）／Ｌｄ＋Ｅｄ×Ｐｆ－Ｅｄ／Ｒｄ＜２．０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項９乃至１３の何れか一項に記載の光学系。
【請求項１５】
　無限遠合焦時に軸上マージナル光線が前記回折格子部に入射するときの入射角をθＤと
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したとき、
　１０°＜｜θＤ｜＜５７°
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項９乃至１４の何れか一項に記載の光学系。
【請求項１６】
　請求項９乃至１５の何れか一項に記載の光学系と、該光学系によって形成された像を受
光する撮像素子を有することを特徴とする撮像装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一側面としての回折光学素子は、凸面を有する第１のレンズと、前記凸面と対
向する凹面を有する第２のレンズと、前記第１及び第２のレンズの間に設けられ、回折に
よる光学的パワーが正である回折格子部とを備え、前記回折格子部は、前記第１のレンズ
の側から順に配置された、第１の回折格子と、該第１の回折格子よりも高い屈折率を有す
る第２の回折格子とを含み、前記回折格子部の格子壁面の内径は、前記第１のレンズの側
から前記第２のレンズの側へ向かうにつれて小さくなっていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明の他の側面としての回折光学素子は、凸面を有する第１のレンズと、前記
凸面と対向する凹面を有する第２のレンズと、前記第１及び第２のレンズの間に設けられ
、回折による光学的パワーが正である回折格子部とを備え、前記回折格子部は、前記第１
のレンズの側から順に配置された、第１の回折格子と、該第１の回折格子よりも高い屈折
率を有する第２の回折格子とを含み、光軸を含む断面において、前記回折格子部の格子壁
面と光軸とが成す角度をθＨ、前記第１の回折格子の頂部を通る包絡面と前記格子壁面と
の交点での前記包絡面の法線と光軸とが成す角度をθＭとしたとき、θＨ×θＭ＜０なる
条件式を満たすことを特徴とする。
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